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令和３年度における重点取組施策等の実施状況

○日本年金機構（以下「機構」という。）においては、令和３年度の組織目標を「社会の安定・安心への貢献」とし、新型コロナウイルス感染症の影響下
においても、国民生活の安定に貢献するという決意を込め「①安定・安心に貢献する基幹業務の運営」、「②オンラインビジネスモデル実現の推進」、

「③制度改正への責任ある対応」、「④記録管理システムの刷新への道筋の確立」を重点取組課題に位置付け、目標達成に向け取り組みました。

①安定・安心に貢献する基幹業務の運営

令和３年度における取組方針

項目 年度計画等における目標 取組実績

国民年金

○現年度納付率について、令和元年度実
績から2.0ポイント程度の伸び幅を確保

○最終納付率について、令和元年度の現
年度納付率から8.0ポイント程度以上の
伸び幅を確保

○20歳到達者を始め若年層の納付率向上に向けた各種取組の実施、臨時特例免除等への適切な対応、
地域の実情を踏まえた対策を実施する等、各種取組を推進
⇒現年度納付率73.9％となり、対前年度比+2.4ポイント（10年連続で上昇）
最終納付率78.0％となり、令和元年度の現年度納付率から+8.7ポイント（9年連続で上昇）

厚生年金
保険適用

○加入指導による新規適用事業所数
8.8万事業所を確保

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国税源泉徴収義務者情報等を活用して把握した適用
調査対象事業所に対して、文書・電話を中心とした加入指導を実施
⇒職員の加入指導により、約10.4万事業所を新規適用し、約21.8万人の被保険者を適用
適用調査対象事業所は約20.7万事業所（令和２年度末）から約18.5万事業所に減小

○被保険者824万人に相当する事業
所数に対し調査を実施

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、臨場・呼出・郵送等により事業所調査を実施。
⇒被保険者数約998万人（約24万事業所）について調査を実施

厚生年金
保険徴収

○収納率について、前年度と同等以
上の水準を確保

○令和３年３月以降、厚生年金保険料等の納付猶予特例の猶予期間が順次満了したことを踏まえ、
電話・文書督励等により保険料の納付を促すとともに、引き続き納付が困難となっている事業所
に対しては法定猶予制度の活用を積極的に促し、迅速かつ柔軟に適用を実施
⇒厚生年金保険料収納率98.3％（前年同期収納率97.5％）となり前年度より上昇
法定猶予制度の適用を受けている金額を除いた収納率は、99.4％（前年同期収納率99.3%）
となり前年度より上昇

無年金・
低年金対

策

○未請求の老齢年金のある方への勧奨
○長期未納者への対応

○70歳を超える方で未請求の老齢年金のある方に対し、文書、電話、訪問等による個別の請求勧奨
を令和２年１月から引き続き実施
⇒令和４年３月までに約5.2万人に対し請求勧奨を行い、約4.8万人に老齢年金を支給

○受給要件満了間近の24か月未納者2.6万人に対し、納付督励・免除申請勧奨を実施
⇒令和４年３月末までに９千人が納付又は免除申請を行い、うち２千人が受給要件を満了

年金給付
年金相談

等

○サービススタンダードの達成率90％以上
を維持

○老齢年金：１ヶ月以内(※)、遺族年金：１ヶ月以内(※)、障害年金：３か月以内の処理目標の達成率に
ついて、老齢年金、遺族年金、障害年金のいずれも90％以上を維持
(※)加入状況の再確認を要する方は２ヶ月

○コールセンターの応答率70%以上の確
保

○目的別・内容別コールセンターの設置や入電数平準化等の取組を実施
⇒応答率は、71.6％となり、対前年度比＋１.0ポイント １



令和３年度における重点取組施策等の実施状況

②オンラインビジネスモデル実現の推進

令和４年度に施行される各種改正事項について、事務処理方法の検討、システム開発、業務処理要領の整備など、改正事項の円滑かつ着実な実施に向
け、所要の対応を行うとともに、改正事項の内容に応じて、受給者・被保険者・事業主等への送付物に記載するほか、機構HPに改正内容をわかりやすく
まとめた特設ページを作成すること等により幅広い周知を実施

記録管理システム、基礎年金番号管理システムのオープン化、新たなデータベースの構築、システム構成の見直し及び事務処理の効率化など更なるＢ
ＰＲ（業務改革）の実現を目指す年金業務システムの刷新フェーズ２の本格開発の着手に向け、必要な情報提供依頼（ＲＦＩ）を実施した上で、新たな
データベースやシステムの構成等について概ね方向性をまとめるとともに、開発環境の整備、開発体制の強化を実施

③制度改正への責任ある対応

④記録管理システムの刷新への道筋の確立

施策 主な取組内容

サービス
のオンラ
イン化

事業
所

○電子申請の届出が義務化された事業所及び被保険者数51人以上の事業所を重点取組対象とし、利用勧奨を実施
⇒主要７届書の電子申請割合は、23.9％（集中的な利用勧奨を開始する前（令和元年度））から57.7％まで大幅に増加し、オンライン
利用率引き上げに係る基本計画（厚生労働省策定）で設定された主要５届書の目標（令和５年度末に50％）について前倒しで達成

○紙などで情報提供していた保険料情報等をｅ－Ｇｏｖの電子送達サービスを活用して電子的に提供する「オンライン事業所年金情報
サービス（仮称）」の構築に向けたシステム開発を実施（令和５年１月サービス開始予定）

個人

○マイナポータル経由での「ねんきんネット」利用者拡大に向け、マイナポータルと「ねんきんネット」連携機能の改善、各種周知広報
等を実施

⇒マイナポータル経由での「ねんきんネット」利用者数が前年度比約10倍（約７万人⇒約69.5万人）に増加
○マイナンバーカード、マイナポータル、「ねんきんネット」を活用したサービスの稼働に向けたシステム開発等を実施
・国民年金保険料免除申請等の簡易な届書作成・電子申請を可能とするサービスの開始（令和４年５月開始）
・個人向け通知（社会保険料控除証明書、源泉徴収票）を電子データで提供するサービスの開始
（令和４年10月、令和５年１月開始予定）

・扶養親族等申告書の簡易な電子申請を可能とするサービス構築に向けた基本方針の整理

デジタルワーク
フローの確立

○経過管理・電子決裁システムの対象届書の拡充（11届書）に向けたシステム開発を実施（令和４年10月稼働開始予定）
○経過管理・電子決裁システムの特性を活用した管轄に捉われない事務処理体制を構築
⇒令和3年夏季繁忙期から、大規模事務センターの業務の一部を他の事務センターに分散する試行実施を開始
○紙出力して利用・保管している一覧表・確認リスト等の帳票について、電子データで利用・保存が出来るようシステム開発等を実施
⇒紙出力数が多い３帳票を令和２年度から先行して実施するとともに、令和３年度に１帳票を実施。これまでに年間1,100万枚（全体の
４割弱）の紙を削減し、照会業務の効率化等を実現

チャネルの多様
化

○全国単位でより効率的・効果的な業務運営を行う観点から年金事務所等の配置を見直し
・神奈川県横浜市青葉区及び、埼玉県川口市に新たな分室を設置（令和４年２月、令和４年５月）
・埼玉県川口市に設置している年金相談センターを同県草加市に移転（令和４年４月）
・高知県高知市、長崎県長崎市及び長野県長野市に所在する年金事務所の管轄区域の見直し（令和３年６月、令和４年２月）

２



Ⅰ‐1,Ⅰ-２国民年金の適用促進・保険料収納対策

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○20歳到達者について、職権による資格
取得手続を行った後、加入のお知らせ
と同時に納付書を送付する。

○地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－ＬＩＳ」という。）から提供される情報に基づき、
全ての日本国内に居住する20歳到達者（既資格取得者を除く）について、第１号被保険者とし
て職権による適用を速やかに実施（99.2万人）しました。

○住基ネットにより把握した34歳、44歳
及び54歳到達者に対する届出勧奨等を
確実に実施する。

○Ｊ－ＬＩＳから提供される情報により把握した34歳、44歳及び54歳到達者（502万人）のう
ち、海外から転入された方で基礎年金番号が付番されていない方等に対して届出勧奨を行った
上で、届出がない方については第１号被保険者として職権による適用等を実施（2.6万人）し
ました。

○被保険者種別変更について、届出勧奨
及び届出がない場合の資格取得等の手
続を確実に実施する。

○退職者及びその被扶養配偶者に対して、被保険者種別変更の届出を要する事由が発生したとき
から２か月後に届出勧奨を行うとともに、届出勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、
第１号被保険者として職権による適用を実施（97.6万人）しました。

○令和３年度分保険料の現年度納付率に
ついて、前年度実績を上回るとともに、
令和元年度実績（69.3％）から2.0ポイ
ント程度の伸び幅を確保する。

○令和２年度分保険料の令和３年度末に
おける納付率について、令和２年度末
から5.0ポイント程度以上の伸び幅を確
保する。

○令和元年度分保険料の最終納付率につ
いて、令和元年度の現年度納付率から
8.0ポイント程度以上の伸び幅を確保す
る。

○令和３年度分保険料の現年度納付率については前年度納付率＋2.4ポイントの73.9％、令和２
年度分保険料の過年度１年目における納付率は令和２年度末から＋6.3ポイントの77.8％、令
和元年度分保険料の最終納付率については令和元年度の現年度納付率から＋8.7ポイントの
78.0％まで上昇し、いずれも目標を上回りました。

( )内は各年度分保険料の現年度納付率の前年度からの伸び幅
[ ]内は各年度分保険料の過年度１年目納付率又は最終納付率の現年度納付率からの伸び幅

○口座振替及びクレジットカード納付の
実施率について、利用促進を図り、前
年度を上回る水準を確保する。

○資格取得時や長期間現金納付をしている方等への勧奨に加え、納付率が高い50歳台の方に対し
て口座振替及びクレジットカード納付の届出勧奨を実施した結果、口座振替及びクレジット
カード納付の実施率は前年度の39.4％から40.8％となりました。

○様々な機会を通じて、20歳到達者に制
度や納付方法の手続の周知を行うとと
もに、若年者について、専用の催告文
書を送付するとともに、連帯納付義務
者である世帯主に対しても訴求する納
付督励を行う。

〇20歳到達者に対する対策を強化するため、納付方法や学生納付特例制度の手続等をわかりやす
く説明する動画を機構Twitterに掲載するとともに、資格取得後の未納者に対して、専用の催
告文書を送付しました。また、連帯納付義務者である世帯主にも内容を確認いただけるよう工
夫した送付用封筒を使用した納付督励を実施しました。
この結果、20歳到達者の納付率は66.1％（対前年比＋3.1ポイント）と前年を上回りました。

確実な
適用の
実施

令和３年度 令和２年度 令和元年度

令和３年度分保険料
（伸び幅）

73.9％
(＋2.4ポイント)

令和２年度分保険料
（伸び幅）

77.8％
[＋6.3ポイント ]

71.5％
(＋2.2ポイント)

令和元年度分保険料
（伸び幅）

78.0％
[＋8.7ポイント ]

75.6％
[＋6.4ポイント)]

69.3％
(＋1.1ポイント)

納付率
等の目
標

若年者
対策

３

（本体資料１ページ～）



施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○所得が低い等の事情により、保険料免除
等の対象となり得る方でありながら、未
納状態となっている方に申請勧奨を行う。

○令和２年５月より実施している新型コロナウイルス感染症に係る臨時特例免除について、令和
３年度は未納期間を有するすべての方に案内を行うとともに、令和２年度に当該免除が承認さ
れた方のうち、令和３年度に該当する可能性のある方に勧奨を実施したことで、令和４年３月
末時点において、72万件を承認しました。

○失業特例免除について、国民年金第２号被保険者から第１号被保険者へ種別変更した方で未納
期間を有する方10.1万人に対して勧奨を実施し、令和４年３月末時点で53万件承認しました。

○沖縄県は、納付率は着実に向上している
ものの、他の都道府県に比べ納付率が低
いことから、更なる納付率向上を目指す。

○未納者数の多い年金事務所の納付率向上
を図るため、体制整備等の取組を行う。

○沖縄県の令和３年度分保険料の現年度納付率は、沖縄県内各市町村と連携を図りながら、電話
や戸別訪問による納付勧奨等の取組を行った結果、66.8％（対前年比＋5.7ポイント）と大き
く向上しました（全国の現年度納付率との差：7.0ポイント。前年実績から3.4ポイント改善）。

○未納者数の多い年金事務所（20か所）について、正規職員の増員や収納対策事務に係る所掌の
明確化等の体制整備を行った結果、当該年金事務所の現年度納付率は71.7%（対前年比＋3.0
ポイント）と前年度を上回りました。

○強制徴収の実施については、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を踏まえ、適切に
判断する。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和３年４月以降、令和元年所得が1,000万円以
上の方に限定するなど、慎重な配慮を行いつつ、緊急事態宣言等が発出されている地域を除い
て再開しました。また、令和４年２月から令和２年所得が700万円以上の方に対象者を拡大し
ました。（令和３年度強制徴収実績：２千人）

○任意加入制度の勧奨について、より効率
的・効果的な対策について検討を行う。

○60歳から64歳に到達する方で、65歳まで任意加入することで受給資格要件を満たす方に勧奨を
実施（９千人）しました。

○追納勧奨について、令和２年度に実施し
た２年目、９年目の期間を有する方への
勧奨を継続して実施する。

○下記の対象者に追納勧奨を実施（797万人）し、令和３年度中に追納をした人は23.4万人とな
りました。
・保険料に加算額が上乗せされる前である免除等承認後２年目の期間を有する方
・免除等承認後、追納可能な期限（10年）の直前となる９年目の期間を有する方

○24か月未納者について、一定の納付月を
有する方に対し、受給資格を得るまでの
期間を明示して納付勧奨する。

○受給要件満了間近の24か月未納者2.6万人に対し、受給要件満了までの期間を明示したお知ら
せの送付や納付督励・免除勧奨を行った結果、令和４年３月末までに９千人が納付又は免除申
請を行い、うち２千人が受給要件を満たしました。

地域の
実情を
踏まえ
た対策

強制
徴収

Ⅰ‐1,Ⅰ-２国民年金の適用促進・保険料収納対策

無年金
及び低
年金へ
の対応

免除等
対象者
への勧
奨

４



Ⅰ-３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○未適用事業所の更なる解消に向けて、令
和３年度においても、新型コロナウイル
ス感染症の影響を踏まえつつ、国税源泉
徴収義務者情報等を活用し適用促進を行
う。

○令和２年度行動計画策定時に、すでに判
明している５人以上又は家族以外の従業
員を雇用している蓋然性が高い適用調査
対象事業所（５人以上等事業所）につい
ては、令和３年度末までの適用を目指す。

○立入検査権限の実効ある活用を図るため、
本部専門組織を強化し、全国の困難性の
高い事案に対応する。

○加入指導による新規適用事業所数の目標を8.8万事業所とし、年金事務所ごとに目標及び計画を
作成し取り組みました。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、文書・電話を中心として、
国税源泉徴収義務者情報等を活用した加入指導を行うことにより、合計で約10.4万事業所、約
21.8万人を適用に結び付けました。
また、令和２年度末時点で約20.7万事業所であった国税源泉徴収義務者情報ベースの適用調査対
象事業所数については、令和３年度末時点で約18.5万事業所まで減少しました。

○優先的に加入指導を実施することとしている５人以上等事業所（令和３年４月時点6,066事業
所）に対する令和３年度の取組状況は、令和４年３月末までに3,789事業所を適用し、1,933事
業所まで解消しました。

○困難性の高い事案については、令和３年４月より設置した特別法人対策部特別適用対策グループ
において77事業所を所管事業所として加入指導を実施し、令和４年３月末時点で69事業所を適
用に結びつけ、210人を適用しました。

適用促
進対策

令和３年度末 令和２年度末

新規適用事業所数 133,305事業所 120,898事業所

加入指導による
適用事業所数

104,225事業所
（目標）88,000事業所

99,682事業所
（目標）82,000事業所

新規適用被保険者数 312,545人 343,298人

加入指導による
適用被保険者数

217,762人 232,406人

令和３
年度

令和２
年度

令和元
年度

平成30
年度

平成29
年度

平成28
年度

平成27
年度

事業所数
18.5万
事業所

20.7万
事業所

27.7万
事業所

36.1万
事業所

42.1万
事業所

51.3万
事業所

97.3万
事業所

【国税源泉徴収義務者情報の活用により把握した適用調査対象事業所数の推移】

【国税源泉徴収義務者情報により把握した適用調査対象事業所への取組状況】

５
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Ⅰ-３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○訪問・呼出・郵送等の手法により、中期
計画期間中に全ての適用事業所に対す
る事業所調査を実施することを原則と
して行動計画を策定するとともに、被
保険者の適用状況等に応じて優先度を
つけ、効果的・効率的な事業所調査を
実施する。

○大規模事業所については、本部に設置し
た専門組織と年金事務所等の協働によ
り、効率的・効果的な調査を実施する。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、臨場・呼出・郵送等の事業所調査を約24万事
業所実施した結果、27,252人の被保険者を適用し、最終的に約998万人の被保険者数について
調査を行い、届出の適正化を図りました。

○令和４年10月に短時間労働者への適用が拡大されることを踏まえ、被保険者101人から500人の
事業所に対し、令和３年度から２年間で制度周知を兼ねた事業所調査を実施することとしており、
対象事業所約５万件のうち、令和３年度は21,281事業所の調査を実施しました。

○被保険者10,000人以上の大規模事業所の調査については、令和３年４月より設置している特別
法人対策部法人調査グループと年金事務所で連携して行い、22事業所について調査を実施しま
した。なお、調査については、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮し、事業所から調査資料
を電子データで受領し確認する「非対面型」の調査手法により効率的・効果的に実施しています。

○事業所調査時に提出を求めている賃金台
帳等の諸帳簿について、事業所の利便
性向上及び調査業務効率化のため、オ
ンラインによる提出等を検討する。

○印刷や郵送等を負担に感じるとの事業所からの声に対応するため、主に郵送調査の対象としてい
る事業所（被保険者10～19人）に対して、賃金台帳や出勤簿等の資料などの諸帳簿等をオンラ
インによる提出を可能とする運用を令和３年５月より開始しました。
（令和３年度：約3,900件実施）

○健康保険証の早期交付に向けて、資格取
得届等を他の届出に優先して処理を行
う。特に、電子申請による資格取得届
等については原則２営業日以内に全国
健康保険協会へ資格情報を提供するこ
とを目指す。

○繁忙期である令和３年４月において、資格取得届等の処理に最優先で取り組むとともに、電子申
請による届出処理を更に迅速化させるためのシステム改修を行った結果、昨年同期と比較して、
平均処理日数を概ね減少させ、特に電子申請については、２営業日以内の目標を大幅に上回りま
した。また、健康保険被保険者証発行までの期間が短縮されたことに伴い、健康保険被保険者資
格取得証明書交付申請書の申請件数は、令和元年度の約36万件から約21万件と42％減少しまし
た。

事業所
調査

届出処
理の迅
速化

目標被保険者
数

調査被保険者
数

調査事業
所数

8,240,000人 9,983,365人
242,793
事業所

指摘事業所数 調査により適用
した被保険者数資格得喪関係 報酬関係

16,241事業所 79,681事業所 27,252人

６

届書種別
資格取得届

電子申請 電子媒体 紙媒体

年度 Ｒ３.４ Ｒ２.４ Ｈ31.４ Ｒ３.４ Ｒ２.４ Ｈ31.４ Ｒ３.４ Ｒ２.４ Ｈ31.４

平均処理
日数

0.5日 1.4日 3.3日 0.8日 1.6日 2.3日 2.9日 5.1日 4.2日



Ⅰ-４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○厚生年金保険等の収納率について、納付
の猶予及び換価の猶予（以下「法定猶予
制度」という。）の許可を受けている保
険料額を除いた収納率で前年度と同等以
上の水準を確保することを目指す。

○滞納事業所等に対しては、滞納整理関係
事務処理要領に基づく納付指導等を実施
するとともに、納付が困難である旨の申
出があった場合は、滞納事業所等の個々
の実情に配慮し、法定猶予制度の案内や
納付計画の見直す等柔軟に対応する。

○令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症に対する政策的要請として対応してきた厚生年金
保険料等の納付猶予特例について、令和３年３月以降猶予期間が順次満了したことを踏まえ、電
話や文書による督励により適切に保険料の納付を促すとともに、引き続き納付が困難となってい
る事業所に対しては、法定猶予制度への適用を積極的に案内し適用した結果、令和３年度におけ
る厚生年金保険料の収納率は98.3%となり、前年度実績を上回りました。
また、法定猶予制度の適用を受けている保険料額を除いた収納率は99.4%となり、前年度実績
を上回りました。

○令和３年３月末までに許可した納付猶予特例保険料（9,737億円）の推移は、以下のとおりです。

（※）猶予許可した事業所のうち、納付猶予特例の満了お知らせを送付した事象所数。

○令和３年度末滞納事業所の適用事業所に占める割合は5.7％となり、前年度から減少し令和元年
度の水準と同等程度となりました。

○法定納期限から督促指定期限までの電話による納付督励を集中的に実施するコールセンターを令
和４年２月に設置し、一部地域を対象とした先行実施を開始しました。

○財産調査等の滞納処分業務について、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、令和
３年４月より一部再開しました。

○困難性が高く滞納が長期間又は高額と
なっている事業所について、本部特別徴
収対策部及び管轄の年金事務所が連携協
力することにより滞納解消を図る。

○困難性が高い事業所については、令和３年４月より設置した本部特別法人対策部特別徴収対策グ
ループが442事業所を所管事業所（収納未済額208億円）として、法定猶予制度の活用を積極的
に案内するとともに、過去の滞納保険料を含めて資力に応じた納付計画を策定する等の納付指導
を適切に行った結果、収納未済額は24億円が削減されました。（猶予金額は令和４年３月末時
点で97億円）

○新規適用事業所や口座振替を利用してい
ない適用事業所に対して、口座振替によ
る保険料納付の利用促進を図る。

○口座振替を利用していない適用事業所の事業主向けに制度案内リーフレット等を送付するととも
に、新規適用事業所に対する電話や文書による口座振替の申請勧奨を継続的に実施した結果、令
和３年度の口座振替実施率は厚生年金保険が81.4％（対前年度比0.4％増）、全国健康保険協会
管掌健康保険が80.8％（対前年度比0.1％増）となりました。

収納率
の目標
・

納付指
導及び
滞納処
分等

困難事
案への
対応

令和３年度 令和３年度
(法定猶予額を除いた場合)

令和２年度 令和２年度
(法定猶予額を除いた場合)

徴収決定額 33兆9,149億円 33兆5,620億円 32兆8,717億円 32兆2,875億円

収納額 33兆3,535億円 33兆3,535億円 32兆612億円 32兆612億円

収納率 98.3％ 99.4％ 97.5％ 99.3％

口座振
替の利
用促進

全体 納付済 法定猶予適用 納付協議中等

猶予許可額 9,737億円 7,223億円(74.2%) 2,342億円(24.0%) 172億円(1.8%)

事業所数
（※）

81,016事業所
20,984事業所
(25.9%)

55,849事業所
(68.9%)

4,183事業所(5.2%)

７

（本体資料31ページ～）



Ⅰ-５．年金給付

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○年金給付業務を年金事務所と中央年金セ
ンターで執行する体制に再構築するため、
事務センターで行っている年金給付業務
の事務面・システム面の整備や体制面の
検討を行う。

○中央年金センターで行っている諸変更届
書の処理体制の効率化について検討する。

○中央年金センター及び障害年金センター
における事業実績評価のあり方を見直し
評価基準を明確化する。

○お客様相談室（相談窓口・バックヤー
ド）の一体的な運営体制の整備を進める。

○事務センターで行ってきた年金給付業務の見直しについて、以下の取組を実施しました。
・再裁定の勧奨業務を中央年金センターと年金事務所で行う方針を決定し、その実現のためのシ
ステム開発を実施

・特別障害給付金等に関する業務について中央年金センター等に集約する方針を決定
・年金請求書等の入力前の内容確認及び入力処理業務、年金証書等の作成・発送業務に関する
方向性とシステム開発の要件を整理

○令和３年10月に中央年金センターと年金事務所で使用する業務端末等のシステム基盤が統一化
されたことを踏まえ、従来の役割（業務範囲）の整理を進めました。

○中央年金センター及び障害年金センターの事業実績評価について、これまでの定性的な評価方法
を見直し、届書等の目標処理日数の達成率を評価する等、定量的な評価方法を主とする評価指標
を策定しました。これに基づき、事業実績表彰及び人事評価に反映しました。

○お客様相談室の業務拡大を踏まえ、窓口相談、バックヤード(内部事務)、年金審査の３業務のマ
ネジメントの仕組みや管理体制の在り方について検討するため、専任チームを設置しました。

○年金決定直後に中央年金センターで決定
内容をチェック・分析し、業務処理マ
ニュアルの整備を進める。

○共済組合との情報連携の強化によるシス
テムチェック機能を強化する。

○令和３年度に決定した老齢・遺族・障害年金（約144万件）のうち、システムチェックが困難な
事例（約23.4万件）を確認し、387件について事務処理誤りの未然防止・早期対応を図りました。
この結果を踏まえ、随時、業務処理マニュアルを整備しました。

○事務処理誤りの再発防止策として、共済組合が支給する年金との併給・選択に係るシステム
チェック機能の強化及び加給年金・振替加算のシステムチェック機能の強化、届出勧奨の自動化
を実施しました。

〇新型コロナウイルス感染症の影響による
障害状態確認届（診断書）の受付件数の
増大に対応するため障害年金センターの
体制強化を図る。

○障害年金センターの事務処理フローを見
直すとともに、職種・職能別の役割の明
確化を図ることにより、事務処理の円滑
な実施を図る。

○令和３年１月以降の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等の実施を踏まえ、障害状態確認
届の提出期限が令和３年２月末から同年11月末までの間にある方については、令和３年12月末
（提出期限が令和３年２月末である者は同年11月末）まで年金支払いの一時差止めを猶予する
特例措置が講じられましたが、緊急事態宣言等が解除され当該猶予する期限が到来したことから、
以下の取組を実施しました。
・当該届を提出されていない方に対し、提出勧奨を実施（22,238件）
・当該届の提出時は症状が軽快していたが、提出後に症状が悪化している方に対し、診断書の再
提出が可能である旨のお知らせを送付（6,622件）

○また、当該猶予期限の到来に伴う受付件数の増大に対応するため、平成29年度に設置して以降
体制強化を進めてきた障害年金センターの人員について、約50名増員し、約400名の事務処理体
制としました。

○障害認定の専門性を高めるため、障害年金センターの業務フロー等の見直しについて令和３年
11月から試行実施し、課題を整理した上で令和４年４月から以下の取組を実施しました。
・職責に応じた役割の明確化及び決裁権限の整理
・認定に必要な診断書等の障害状態に関する事項について、職員が事前確認票を作成する仕組み
の導入

・複数の認定医による認定や不利益処分の理由付記など認定結果に関するチェック機能の強化

正確な
給付の
実現に
向けた
体制強
化

正確な
給付の
実現に
向けた
対応

障害年
金の事
務処理
体制の
強化

８

（本体資料39ページ～）



Ⅰ-５．年金給付

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○扶養親族等申告書の電子申請の促進に向
け検討するとともに、電子データによる
審査手法のあり方や課題整理など、業務
のデジタル化に向けた検討を進める。

○年金給付業務で使用する業務端末等のシ
ステム基盤が一元化されるため、年金事
務所及び事務センターにおいて業務が円
滑に移行できるよう準備を進める。

○「ねんきんネット」を活用した簡易な電子申請を可能とする環境整備等以下の取組を行いました。
・扶養親族等申告書の簡易な電子申請に係る基本方針の整理
・老齢年金請求書の簡易な電子申請に係る実施範囲の整理
・申請情報（電子データ）のシステムチェックや職員の審査体制等の整理

○中央年金センターと年金事務所・事務センターの業務端末を令和３年10月に統合し、年金給付
の事務処理を同一環境で行えるよう整備しました。また、年金事務所及び事務センターの業務
を円滑に移行するため、事前に座学研修及び実機研修を行い、令和３年10月から順次業務の移
行を開始し、令和４年３月に移行を完了しました。

○老齢年金の繰下げ可能年齢の引き上げに
伴い、66歳以降の未請求の老齢年金のあ
る方に対して、繰下げ見込み額を毎年お
知らせする仕組みを構築する。

○70歳を超える方で未請求の老齢年金のあ
る方に対しては、文書、電話、訪問等に
より個別の請求案内を行う。

○サービススタンダードの達成状況を適切
に把握し、各サービススタンダードの達
成率90％以上を維持するよう取り組む。

○令和４年４月に老齢年金の繰下げ可能年齢が75歳に引き上げられたことに伴い、66歳以降に繰
下げ受給を希望され、老齢年金を受給されていない方に対し、毎年誕生月に合わせて繰下げ見
込額等をお知らせするとともに、75歳到達時には改めて年金請求書を送付することとしました。

○繰下げ可能年齢の上限である70歳を超える方で未請求の老齢年金のある方に対し、文書、電話、
訪問等による個別の請求勧奨を令和２年１月から引き続き実施し、令和４年３月までに約5.2万
人に対し請求勧奨を行い、請求いただいた方約4.8万人に老齢年金を支給しました。

○新型コロナウイルス感染症の影響がある中、老齢年金、遺族年金及び障害年金について令和４年
３月末時点でいずれもサービススタンダードの90％以上を維持しました。

○年金生活者支援給付金について、支給サ
イクルの変更に向けて準備を進めるとと
もに、新たに支給見込みのある方等につ
いて請求勧奨し、正確な給付を行う。

○令和3年度は、制度改正による支給サイクルの変更に対応するとともに、継続して支給要件に該
当した約728万人に対して令和3年12月支払以降も支給を継続しました。また、前年より所得額
が低下したこと等により新たに支援給付金の支給要件に該当した方約53万人に対し、給付金請
求書を送付し、請求いただいた方約50万人に新たに支援給付金を支給しました。

システ
ム化の
推進

お客様
サービ
スの向
上

給付金
制度の
着実な
実施

年金種別 所要日数 達成率 平均処理日数

老齢年金
加入状況の再確認を要しない場合（１ヶ月以内） 98.6％ 23.0日

加入状況の再確認を要する場合（２ヶ月以内） 97.9％ 29.7日

遺族年金
加入状況の再確認を要しない場合（１ヶ月以内） 98.3％ 23.2日

加入状況の再確認を要する場合（２ヶ月以内） 96.7％ 30.6日

障害年金 （３ヶ月以内） 95.7％ 65.8日

９



Ⅰ-６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○「ねんきん特別便(名寄せ特別便)」等の
未回答者に対し、未統合記録の確認を呼
びかける通知を再送付する。

○お客様が年金請求手続きに来所される場
合は、年金加入記録に「もれ」や「誤
り」がないかどうかの確認を徹底すると
ともに、事後チェックができるシステム
を構築する。

○年金記録関係業務の体制について、年金
事務所、事務センター及び本部の事務分
担の見直しを検討する。

○未統合記録の解明を図るため以下の取組を行いました。未統合記録は約21万件を解明し、約
1,794万件（令和３年３月）から約1,773万件（令和４年３月）に減少しました。引き続き解明
を進めていきます。

・未統合記録の解明を図るため、「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等の未回答者で被保険
者である約17万人に対して「年金加入記録の確認のお知らせ」を再送付した結果、約3.4万人
の方から回答があり、約2.7万人の方の記録が回復しました。

・ねんきん定期便や年金額改定通知（年金振込通知）書、年金請求書（事前送付用）を活用し
「もれ」や「誤り」がないかどうかご本人に記録の確認を呼びかけるとともに、年金請求手
続で来所されるお客様にも記録の確認を徹底しました。

・「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等の未回答者について、年金請求時に記録の確認を
行ったかどうかを事後的にチェックができるシステム開発に着手しました。

○責任体制の明確化及び業務効率化の観点から、年金事務所、事務センター及び本部の業務分
担・役割を整理し、各事務センターで行っていた記録調査業務、訂正請求業務を本部集約し、
お客様対応は年金事務所で行う体制整備を行いました。（令和４年４月）

○基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを
行うため、被保険者、年金受給者、受給
待機者に対し勧奨するとともに、市区町
村、事業主等に照会する。

○市区町村、事業主への協力依頼や、ご本人に対して個人番号等登録届の提出勧奨を実施する等
の取組により、１号被保険者は約0.4万件、２号被保険者は約0.6万件、３号被保険者は約1.3万
件、年金受給者は約0.3万件のマイナンバーと基礎年金番号の紐付けを行いました。その結果、
被保険者・受給者全体の紐付け率は99.76％となりました。

年金記
録の確
認

年金記
録の正
確な管
理等

10

（本体資料52ページ～）



Ⅰ-７．年金相談

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○年金相談窓口の体制について、正規職員
等により構成し、安定的な相談体制を確
保する。

○年金相談職員（無期雇用職員）の確保に取り組み、全国の年金相談ブース（1,586ブース）にお
ける正規職員等（正規職員、年金相談職員（無期雇用職員）及び社会保険労務士）の配置割合
は95.9％（令和４年４月時点）となっております。

○高い水準となった予約相談について、引
き続き定着を図る。

○年金相談における予約率は、98.0％（令和４年３月末時点）と高水準を維持しました。また、
予約相談までの待ち日数の短縮に努めた結果、平均待ち日数が13.6日（令和３年３月時点）か
ら7.0日（令和４年３月時点）に短縮しました。

○インターネットから年金相談予約を受け
付けるサービスを円滑に運用する。

○当該サービスについて、セキュリティ環境が確保された「ねんきんネット」のシステムを活用
し、令和３年５月から受給開始年齢到達時に送付する老齢年金請求書（事前送付用）に関する
来訪相談予約を対象として運用を開始し、令和４年３月までに約4.9万件の利用がありました。
また、令和４年３月から繰上げや繰下げ等に関する老齢年金請求書に対象を拡充しました。

○以下の取組を実施し、応答率70％以上を
目指す。
・コールセンターの機動的な運営
・音声認識ツールを活用した相談内容の
作成省力化

・入電数の平準化等
・応答品質の向上

○多様なお客様ニーズにお応えするため、相談目的別・内容別にコールセンターを設置しており、
令和３年度においては、既設の「ねんきんダイヤル」及び「予約受付専用ダイヤル」等に加え、
振込通知書印刷誤り事案への対応として専用のフリーダイヤルを設置する等、機動的なコール
センター運営に取り組みました。
また、お客様向けに通知書（扶養親族等申告書等）を大量発送する時期については、オペレー
ターの配置席数を増席する等の対策を行うとともに、発送時期を分散して入電数の平準化を行
いました。

○コールセンターの地方分散やコスト削減の観点から、「予約受付専用ダイヤル」について、令
和４年４月に東京都渋谷区から広島県広島市へ移転しました。

○音声認識ツールを活用して、オペレーターの相談事跡の作成の際に必要な助言等を行うことで、
応答品質の向上を図るとともに、事跡作成等の後処理時間の短縮を図りました。

○これらの取組の結果、令和３年度の応答率は、71.6％（対前年度比：＋１.0ポイント）となり
ました。

○マルチランゲージサービスについて、年
金事務所、コールセンター及び市区町村
等において、10か国語による通訳サービ
スの提供を行う。

○外国語による対応が必要なお客様から相談を受けた場合に、英語や中国語等10か国語に対応し、
電話を利用した通訳サービスを提供しました。また、令和３年10月からは、利用する市区町村
が109か所増加（550市区町村）しました。

年金事
務所で
の相談

コール
セン
ターで
の相談

年 度 令和３年度 令和２年度

入電総呼数 9,721,769件 10,469,409件

応答呼数 6,957,405件 7,395,303件 対前年度比

応答率 71.6％ 70.6％ ＋1.0ポイント
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Ⅰ-８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○お客様等のご意見・ご要望やアクセス状況
等について分析し、掲載情報を整理する。

○ＳＮＳを活用し、時宜をとらえて各種情報
を発信するとともに、お客様からのお問い
合わせの多い事項等について、チャット
ボットの拡充や動画の掲載など、掲載方法
を工夫する。

○年金Ｑ＆Ａなどのアクセス数の多いコンテンツについて、リンクを設け関連性が高い他のペー
ジに辿り着きやすくする等、利用しやすさの向上を図りました。

○公的年金の制度・手続に関する情報に加え、特殊詐欺の注意喚起等、214件のツイートを発信
しお客様をホームページに誘導しました。（フォロワー数：62,800人。対前年比+9,000人）

○既設のチャットボットに加え、新たにインターネットからの年金相談予約、年金振込/改定通知
書、算定基礎届のチャットボットを開設しました。(令和３年度累計利用者：約33.7万件)

○既掲載の動画に加え、新たに新規適用事業所向け事務説明、換価の猶予申請書等記載方法等の
動画を掲載しました。（令和３年度動画再生回数：約56.7万回）

○コールセンター等におけるお客様からの問い合わせが多い事項を分析し、年金Ｑ＆Ａに掲載す
る情報の追加や改善を行いました。

○これらの取組の結果、令和３年度のホームページの総アクセス数は約２億1,710万件となり、
令和２年度より4.1％増加しました。

○マイナンバーカードを利用したマイナポー
タル経由での「ねんきんネット」の新規利
用及び利用頻度の増加につながるよう、積
極的に周知・広報を行う。

○ねんきん定期便等にユーザＩＤを即時で取
得できるアクセスキーを印刷して送付し、
「ねんきんネット」の利用拡大を図る。

○より多くのお客様にマイナポータル経由で「ねんきんネット」を利用いただくため、マイナ
ポータルと「ねんきんネット」の連携機能の改善を行うとともに、「ねんきんネット」の利用
拡大に向け、以下の周知広報を実施しました。
・ねんきん定期便へのアクセスキー及びスマートフォン等でユーザＩＤ申請画面に直接遷移で
きるリンク先の二次元コードを表示

・インターネット広告やTwitterを活用した情報発信
・年金事務所等でのポスター掲示及び、市区町村や年金委員（職域型・地域型）へ配布
・窓口対応時や事業所調査時においてリーフレットを配布
これらの取組の結果、令和２年度と比較して「ねんきんネット」全体の利用者数は増加し、特
にマイナポータル経由での利用者数は約10倍に増加しました。

○ねんきん定期便の紙面を活用し、図やグラ
フを用いた分かりやすい情報提供を行う。

○ねんきん定期便の紙面を活用し、年金の繰下げ制度に係る制度改正に対応するため、令和４年
４月から受給開始時期を75歳まで選択できることを新たに明記し、事前の周知を行うとともに、
年金見込み額を表示するためのシステム改修を行いました。

ホーム
ページ
の活用

ねんき
んネッ
トによ
る情報
提供

令和３年度 令和２年度

利用者数全体 約770万人 約666万人

マイナポータル経由
での利用者数（※）

約69.5万人 約７万人

(※)過年度に「ねんきんネッ
ト」ユーザとなった方が
マイナポータル経由での
「ねんきんネット」の利
用を開始した場合を含む。

ねんき
ん定期
便 12
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Ⅰ-８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○年金セミナー及び年金制度説明会につい
て、Ｗｅｂ会議ツールを活用した非対面
形式の拡大を図るとともに、各機関等の
ニーズや環境に応じた方法により実施す
る。また、受講者に応じた教材の見直し
や、各種制度に特化した説明動画の作成
を進める。

○教育関係機関における年金セミナー及び企業や地域における年金制度説明会については、従来
からの対面形式に加え、各相手先機関のニーズや環境に応じた方法（Ｗｅｂ会議ツールを活用
した非対面形式、ＤＶＤ提供形式）により実施しました。

(※１)うち、機構保有のＷｅｂ会議ツールを利用した開催は、年金セミナー246回、年金制度説明会640回

○セミナー等内容の多様化に対応するため、セミナー等資料の見直し及び追加を行うとともに、
退職者向けや外国人向けの制度説明動画を新たに作成しました。

○年金委員活動の研修・制度説明会につい
て、新たにＷｅｂ会議ツールを活用した
非対面形式の研修の拡大を図るとともに、
企業、市区町村、年金受給者協会等への
働きかけを強化年金委員の委嘱数拡大を
図る。

○令和３年11月に実施した全国年金委員研修については、従来の配信型に加え、新たにＷｅｂ会
議ツールによる配信型も導入した結果、2,334人(前年：857人)に参加いただきました。

○年金委員の委嘱拡大については、電話や文書による委嘱勧奨を中心に実施した結果、職域型年
金委員及び地域型年金委員ともに委嘱数を拡大することができました。
・職域型年金委員数：119,411人(令和４年３月末)（令和３年３月末：112,161 人）
・地域型年金委員数：6,570人(令和４年３月末)（令和３年３月末：5,299 人）

○お客様向け文書の作成について、お客様
目線で見てより分かりやすい文書となる
よう「お客様向け文書モニター会議」等
での意見や指摘をふまえて作成する。

○お客様へのサービスの具体的目標を定め
た「お客様へのお約束10か条」の実現に
向けた取組を進める。

○「お客様満足度アンケート調査」等を実
施し、その結果から課題を把握・分析し
た上で、必要な改善策を検討・実施する。

○機構が提供するお客様向け文書については、
・機構職員で構成する「お客様向け文書審査チーム」による審査（37件実施）
・若い世代を含めた幅広い年齢層からご意見等を募るため、アンケートモニターを新たに設置
し、ご意見等を反映するとともに、アンケートモニターを踏まえた文書を「お客様向け文書
モニター会議」で審査し、モニターである文書デザイナー等のご意見の反映（16件実施）

を実施することで、お客様目線で見てより分かりやすい文書、有意義な情報提供となるよう改
善を図りました。

○「お客様へのお約束10か条」の実現のため、拠点長が、自拠点内のサービス実施状況を毎月
チェックし改善に努めるとともに、必要に応じて本部から改善指導を行うとともに、達成状況
等を年次報告書に掲載しました。
また、この取組及び成果について、令和４年２月に国際社会保障協会（ＩＳＳＡ）が主催する
グッドプラクティス賞（社会保障機関が取り組む優れた事業を表彰する賞）の特別優秀賞を受
賞しました。

○「お客様満足度アンケート調査」を令和４年２月から３月に実施しました。前年度とほぼ同水
準の約９割のお客様にご満足いただいている結果となりました。

開催回数

年金セミナー 3,077回（うち、非対面形式回数412回（※１）、DVD提供形式回数1,066回）
（令和２年度：2,125回）

年金制度説明会
4,417回（うち、非対面形式回数918回（※１））
（令和２年度：1,083回）

年金セ
ミナー
年金制
度説明
会等の
充実

年金委
員に対
する活
動支援
の強化

お客様
サービ
スの向
上
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Ⅰ-９．年金制度改正等への対応

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○令和２年６月５日に公布された「年金制
度の機能強化のための国民年金法等の一
部を改正する法律」の改正項目について、
正確かつ円滑に実務を実施できるよう事
務処理・システムを構築するとともに、
分かりやすい周知広報、必要な人員確保
の取組を行う。

＜令和３年度以降に施行される主な改正項
目＞

○老齢基礎年金等の繰下げの上限年齢の引
上げ
年金の受給開始時期の選択肢を60歳から
75歳の間に拡大（令和４年４月施行）

○在職定時改定の導入
在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以
上）の年金額を定時に改定（令和４年４
月施行）

○在職老齢年金制度の見直し
特別支給の老齢厚生年金を対象とした在
職老齢年金制度について、支給停止が開
始される賃金と年金の合計額の基準を、
現行の28万円から47万円（令和２年度
額）に引き上げる（令和４年４月施行）

○被用者保険の適用拡大
短時間労働者への適用を被保険者数100
人超規模の企業まで拡大、法律・会計事
務を取り扱う士業を法定適用業種に追加
（令和４年10月施行）

○令和４年４月以降に施行される制度改正事項について、円滑かつ着実な実施に向け、事務処理方
法の検討やシステム開発、周知広報、人員確保等必要な対応を行いました。
≪令和４年４月施行事項≫
・老齢基礎年金等の繰下げの上限年齢の引上げ
・在職定時改定の導入
・在職老齢年金制度の見直し
・国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
≪令和４年10月施行事項≫
・被用者保険の適用拡大
・育児休業中の保険料の免除要件の見直し

【事務処理及びシステム開発】
○制度改正事項について、改正内容に対応した事務処理方法の検討、業務処理要領の整備及びシス
テム開発を着実に進めました。

【周知・広報】
○改正事項の周知・広報について、以下の取組を実施しました。
・改正事項の内容に応じて、受給者や被保険者、事業主などへの送付物に改正内容を記載
・機構ＨＰに制度改正専用ページを作成し、トップページに当該専用ページにアクセスするため
の画像を設置

・市区町村の国民年金担当者に向けた情報誌に、令和４年４月施行事項に係る改正概要や事務の
内容を掲載

・年金委員への研修の実施及び資料提供

【人員体制の確保及び職員に対する研修】
○令和４年４月施行事項及び10月施行事項に対応するため、年金事務所及び中央年金センター等
に人員を配置し、体制拡充を図りました。
・老齢基礎年金等の繰下げの上限年齢の引上げ、在職定時改定の導入に係る受付業務や事務処理
への対応（80人）

・被用者保険の適用拡大に向けた事業所調査等への対応（590人）

○年金事務所、事務センターの担当者に対して、令和４年４月施行事項に係る業務処理内容に係る
研修を実施しました。

制度改
正への
対応
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施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○組織の一体化をより一層推進し、現場
への事業推進・支援機能がより適切に
発揮できるよう、引き続き現場と本部
間の情報共有の促進、役割・権限の明
確化等に取り組む。

○厚生年金保険の徴収・適用・調査体制
についてより一層の強化・拡充を図る。

○本部が現場からより信頼される組織となり、機構全体として更なる事業実績の向上を図る観点から、
以下の取組を進めました。（令和４年４月）
・更なる組織一体化、組織全体の事業実績向上、人員体制の効率化を図るため、地域部の15部
体制を11部体制に見直すとともに、各地域の事業規模に応じて地域部定員の再配分を実施

・現場からの照会対応への回答の迅速化・効率化や正確性の確保を図るため、事業推進統括部に
照会対応専門セクションを設置

・拠点と本部の情報共有のキーマンである事業推進役（地域マネージャー）の活動を一層活性化
するため、事業推進役の若手登用も図るとともに、基幹業務に係る拠点指導等の役割を徹底す
るなど活動強化を実施

○徴収業務の効率化・一体化を図るため、大阪に設置していた西日本特別徴収対策グループを高井戸
へ移管し、所管地域の見直しを行った上で、特別法人対策部を４グループ体制としました。（令
和４年４月）

○繁忙期における大規模事務センターの
業務分散を進めるとともに、事務セン
ターの規模及び業務量の平準化を図り、
年間を通して安定的に業務を行えるよ
う具体的に検討する。

○正規職員と事務センター専任職員の業
務体制を確立し、年金事務所等へ正規
職員をシフトする。

○記録審査業務の集約と移管に向けた準
備を進める。

○経過管理・電子決裁システムによる届書の画像化・データ化処理機能を活用し、令和３年度夏季繁
忙期から大規模事務センターの業務の一部について、他の事務センターに分散する試行実施（※）
を開始しました。試行実施の検証を行った上で、年金事務所と事務センターのリンクを解き、管轄
に捉われない機能別事務センター体制に向けた方針を策定しました。
（※）東京広域事務センター管内の算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の一部を、仙台広域事務センター、

名古屋広域事務センター、大阪広域事務センター、福岡広域事務センターに分散し処理を実施。

○事務センター業務の安定的かつ継続的な事業実施体制確立のため、令和３年10月に事務センター
専任職員を191名登用し、令和４年４月時点の配置数は935名となりました。また、正規職員を年
金事務所等へ143名シフトし、平成29年度から累計して775名をシフトしました。

○記録審査業務の効率化、品質の維持及びノウハウの蓄積・継承を目的として、記録調査業務、訂正
請求業務及び記録補正業務について、令和４年４月に本部集約と年金事務所への移管を行いました。

○全国ベースでの拠点の適正配置を図る
ため、都市部における高齢化等に対応
した年金事務所分室の設置や管轄する
する人口規模等を踏まえた管轄地域の
見直しを行う。

○都道府県ごとに決定していた年金事務所等の配置について、全国単位でより効率的・効果的な業務
運営を行うという観点から、以下の見直しを進めました。
・神奈川県横浜市青葉区及び、埼玉県川口市に新たな分室を設置（令和４年２月、令和４年５月）
・埼玉県川口市に設置している年金相談センターを同県草加市に移転（令和４年４月）
・高知県高知市、長崎県長崎市及び長野県長野市に所在する年金事務所の管轄区域の見直し
（令和３年６月、令和４年２月）

Ⅱ‐１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）

年金事
務所等

本部

事務セ
ンター
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施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○業務処理マニュアルについて、制度面
の記載を充実させる。

○業務処理マニュアルについて、制度説明（資料）に年金記録問題の概要、記録回復のための取組、
再発防止の取組等を記載した年金記録問題編の追加等を実施しました。

○疑義照会の管理体制については、現場に対する回答体制の充実、回答の正確性の確保を図るため、
以下のとおり体制を整えました。
・拠点からの疑義照会と業務処理マニュアルを一体的に管理するため、疑義照会の管理主体を業務
品質管理部へ移管

・拠点からの照会を専門的に対応するため、事業推進統括部に拠点照会統括グループを新設
・拠点照会統括グループが行った回答内容の正確性を担保するため、業務品質管理部が回答内容を
事後確認

○機構のサービスや業務運営に関するお
客様や年金事務所等からの意見・要望
等について、「サービス・業務改善委
員会」や「業務適正化部会」において
評価及び進捗管理を行い、業務改善に
取り組む。

○ホームページ上の日本年金機構へのご意見・ご要望のコーナー等に寄せられる「お客様の声」によ
るご意見・ご要望や、職員提案制度実施要領（要領第24号）に基づく機構職員からの業務改善要
望・提案について、機構本部内に設置している「サービス・業務改善委員会」において、組織的共
有及び審議を行った結果、お客様が電子申請に利用する届書作成プログラムの機能を改善する等
54件の改善を行いました。
また、お客様の声の分析体制の強化を目的として設置した「業務適正化部会」においては、ご意見
の分析を踏まえ、マニュアルの整備や印刷物の記載内容の見直し等の事務処理誤りの発生防止の取
組を行いました。

○一般管理費及び業務経費について、効
率的な予算執行を進める。

○一般管理費においては、平成30年度比で9.7％に相当する額（9.1億円）の削減を行い、
業務経費においては、平成30年度比で3.1％に相当する額（29.0億円）の削減を行いました。

Ⅱ‐１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）

業務の
合理化

運営経
費

業務の
効率化

16



Ⅱ‐２．外部委託の活用と管理の適正化

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○履行開始前検査における履行体制及び
履行方法等の検査、履行中における業
務管理・検品・検査、履行後検査等を
適切に実施し、組織的な管理を行う。

○定期的に事業担当部署の調達担当者向
けの研修を実施し、調達・外部委託管
理ルールの周知・徹底を図る。

○令和３年度は履行開始前検査、履行中検査、納品時検査、履行後検査を以下のとおり実施しました。
なお、検出した不適事項については、即時改善を指示し、改善を確認しました。また、各種検査の
実施状況について、２か月に１回、リスク管理委員会に報告し、本部内の情報共有を図りました。

○令和３年10月に発生した年金振込通知書の印刷誤り事案について、事案判明後直ちに誤った年金
振込通知書を送付したお客様に対し、正しい内容で再作成した年金振込通知書を再送付するととも
に、再作成・再送付等の費用については、全て受託事業者が負担することとしました。また、当該
事案を踏まえ、再発防止策として、仕様書等の通りに業務履行していることを確認する方法や成果
物の検品方法等について、以下の見直しを行いました。
・確認事項の精査及び証跡の確実な取得の徹底
・書面検査による代替実施を可能とする場合を厳格化
・通知書作成業務等の成果物の現物確認の実施

○調達・外部委託管理ルールの周知・徹底のため、調達事務研修を実施したほか、新たな取組として
外部講師による立入検査スキルアップ研修を実施しました。
また、各委託業務の実務に精通した職員の育成を行うため、新たに調達担当者となった場合は、外
部委託先事業者の履行場所の実査による事業実態やリスク把握の取組を必須とすることとしました。

○情報提供依頼（ＲＦＩ）協力企業の拡
充を図るために新規事業者へのダイレ
クトメール送付等を行い、優良な受託
業者の発掘に繋げる。要領に基づいて
事業企画段階及び調達段階のＲＦＩ等
を実施し、データベース化した情報に
ついて、事業担当部署を越えて組織横
断的に有効活用していく。

○ＲＦＩ協力企業の拡充を図るため、新規事業者へ情報提供を求めるダイレクトメールを1,141社に
送付し、ＲＦＩ協力企業として新規に128社を追加し、合計284社となりました。
また、「調達に係る情報収集・情報提供実施要領」に基づいて事業企画段階及び調達段階のＲＦＩ
等を実施し、ＲＦＩ結果の1,643件を新たにＲＦＩ等のデータベースに追加し、情報数は延べ
3,447件に、企業の基本情報（資本金・従業員数など）は220社を追加し、合計662社となりまし
た。
この結果、６社と新規に契約を締結しました。
データベース化した情報は事業担当部署へ提供し、企画段階における調達単位（委託規模）や調達
スケジュール等による受注可否の比較検討するなど、データベースの組織的な有効活用に取り組み
ました。

年金個
人情報
を扱う
外部委
託の管
理

優良な
受託事
業者の
確保

令和３年度 参考（令和２年度）

実施件数 不適事項件数 実施件数 不適事項件数

履行開始前検査 229 0 286 1

履行中検査 327 3 330 28

納品時検査 2,709 0 2,653 0

履行後検査 249 0 257 0
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Ⅱ‐３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○デジタルワークフローの推進を図るため、
経過管理・電子決裁システムにおいて、
令和４年10月以降の実現に向けて順次シ
ステム開発に着手する。
・適用・徴収関係全ての紙届書を画像化
・届書の受付進捗管理の一元化
・電子決裁対象届書の追加（13届書）
・返戻業務の電子化
・届書の審査・決裁における自動化の範
囲の拡大 等

○個人番号による他機関との情報連携につ
いて、戸籍情報を活用した年金請求時の
添付書類省略等の実施（令和５年度中予
定）に向けて必要な準備を進める。

公的年金業務における業務・システム刷新は、平成26年よりフェーズ１のシステム開発に順次着
手し、「経過管理・電子決裁システム（※１）」「個人番号管理システム（※２）」「情報連携シ
ステム（※３）」「統計・業務分析システム（※４）」の４つのシステムが平成29年より順次稼働
しました。
これらのフェーズ１システムの稼働により、お客様からの届書のオンライン化、内部処理のデジ

タルワークフロー化、マイナンバーの活用による記録管理の正確性確保、届出省略にお客様の利便
性向上等、多様なＢＰＲ（業務改革）、大きな効率化効果を実現しています。
令和３年度は、これらの業務・システムの一層のレベルアップのため、以下の対応を実施しまし

た。
（※１）届書等の画像化・電子決裁処理及び受付から結果通知までの処理の経過を一元管理するシステム
（※２）マイナンバーと基礎年金番号の紐づけ情報を管理するシステム
（※３）情報提供ネットワークシステムを利用して外部機関と機構の間で、特定個人情報の情報照会や情報

提供を行うシステム
（※４）統計資料の作成及び業務分析に必要な情報作成等を行うシステム

○令和４年10月稼働に向け、以下の事項について、経過管理・電子決裁システム及び個人番号管理
システムのシステム開発を開始しました。
・新規適用届書などの13届書を画像化及び電子決裁対象届書に追加し、経過管理・電子決裁シス
テムにおける画像化・電子決裁処理の対象を53届書、届書件数98％に拡大

・返戻文書作成や再受付登録等の返戻業務の電子化
・個人番号を記載している新規資格取得届における住民基本台帳照会を手作業照会からシステム
による自動照会に見直し

○令和５年度以降に予定している現行システムの受付進捗管理システムと経過管理・電子決裁シス
テムの統合等に向け、以下の事項の調達手続を開始しました。
・適用・徴収関係の全ての紙届書を画像化し、原則として画像化・電子決裁処理に移行し、届書
の受付進捗管理の一元化を推進

○マイナンバーによる他機関との情報連携については、各事務処理において、Ｊ－ＬＩＳ、市区町
村等が保有する情報を取得、活用した添付書類省略等に取り組んでおり、令和３年度においては
戸籍情報を活用した年金請求時の添付書類省略等の実施（令和５年度中予定）に向けて、ＲＦＩ
を行いました。

○公的給付支給等口座の利用について、裁定請求における口座番号等の添付書類省略（令和４年10
月予定）に向けて個別照会が可能となるよう、システム開発を開始しました。

フェー
ズ１へ
の対応
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Ⅱ‐３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発

施策 令和3年度計画（案）の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○基本設計修正工程（業務）、基本設計
修正工程（基盤）に引き続き、次の事
項を実施する。
・本格開発に向けて必要な基本設計修
正工程を着実に実施する。

・本格開発について、ＲＦＩを通じて
事業者から技術的な情報を収集しつ
つ、工程開始に向けた準備を着実に
進める。

・本格開発が円滑に実施できるよう開
発管理環境及びドキュメントを整備
する。

・本格開発の実施に向けた体制につい
て、支援業者を含めた準備を進める。

記録管理システム・基礎年金番号管理システムのオープン化等による公正な調達環境の確保、個人別・事
業所単位別での新たなデータベースの構築及びそれに伴うＢＰＲ（業務改革）、更にそれらを前提に政府最
大級（データ・機能）のシステムである上記システムの新システムへの安全・確実な移行の実現を目指し、
業務・システム刷新フェーズ２の本格開発の着手に向け、着実に取組を進めています。
○令和３年度においては、新たなデータベースやシステムの構成等について概ね方向性をまとめ、令和４年
度の本格開発着手に向け、以下の事項に取り組みました。
・開発準備工程等の実施結果を踏まえ、ＲＦＩを実施し、システム構成や機能、開発方法等の本格開発の
内容案について複数の事業者と技術的な対話を行いました。また、対話の結果を踏まえて、大規模開発
に伴うリスクの回避策を開発方針へ反映し、必要な見直しを加えた案をＲＦＩにおける追加資料として
事業者に提示しました。対話を繰り返すことにより実施内容の実現性を高めつつ、着実に手続きを進め
ました。

・新たなデータベースの設計・移行の検討を進め、基本設計に必要な修正を行ってきました。
・本格開発において事業者と機構職員が共通の環境下で開発作業を行う開発管理環境について、限られた
者のみが利用できるネットワークを整備し、場所の制約を受けない作業及びコミュニケーション等の環
境の充実を図ることとし、その調達を行い、構築作業に着手しました。

・開発規模を踏まえた発注者側の体制の検討を進め、機構の職員体制として、約200名の体制確保を
図るため、令和３年４月には刷新プロジェクト推進室の職員を25人増員し、令和4年4月には162
名の職員体制としました。機構のシステム部門で中核を担ってきた職員や民間での開発経験のある
職員に加え、年金事務所等で実務経験のある職員を業務要件定義の担当として配置したほか、今後、
機構のシステム部門を担っていく職員も配置し、戦力化を図るための研修の実施などにより、IＴガ
バナンスの確立に向けた体制強化に取り組みました。また、支援事業者の確保に向けたＲＦＩ及び
技術的対話を実施し、調達手続の準備を進めています。

○各種制度改正について円滑な業務推進
を図るため、必要となるシステム開
発・運用について、適切かつ確実に取
り組む。

○業務の正確かつ効率的な処理を図るた
めの業務改善に資するシステム開発に
取り組む。

○制度改正に伴うシステム開発を以下のとおり実施しました。

上記のほか、制度改正への対応で５件のシステム開発を進めました。
○事業部門からの要請に基づきシステム整備計画として策定し、以下のとおり実施しました。
・国民年金保険料の納付書作成事務のうち、手作業で行っている事務に係る納付書の自動作成等の改善に
係るシステム開発（稼働時期：令和４年６月）

・社会保険料控除証明書、源泉徴収票の電子送付サービス等のオンラインビジネスモデル実現に係るシス
テム開発（稼働時期：令和４年10月、令和４年12月）

・老齢年金請求書（ターンアラウンド請求書）の作成条件を見直し、送付対象者を拡大する等の老齢年金
未請求者への対応に係るシステム開発（稼働時期：令和５年２月）

上記のほか、業務改善の対応で９件のシステム開発を進めました。

社会保
険オン
ライン
システ
ムの開
発・運
用

主な開発事項 稼働時期

繰下げ受給の柔軟化等に係る制度改正に伴うシステム開発
令和４年１月
令和４年３月
令和４年４月

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えに伴うシステム開発 令和４年４月

確定拠出年金の加入可能年齢の見直し等に伴うシステム開発 令和４年５月

フェー
ズ2へ
の対応
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施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

①サービスのオンライン化
＜事業所に対する取組＞
○電子申請の利用促進について、電子申請
による届出が義務化された事業所及び被
保険者数101人以上の事業所に加え、新
たに被保険者数51人以上の事業所に対
して、集中的に利用勧奨等を実施する。

○電子申請の機能追加として、機構が受理
領した申請データの写しを返却し、申請
者が確認する仕組みの構築を検討する。

○情報提供等のオンライン化に向け、従来
紙で送付していた各種帳票を電子的に提
供する「オンライン事業所年金情報サー
ビス（仮称）」の構築を検討する。

○電子申請の更なる利用促進のため、電子申請による届出が義務化された事業所及び被保険者51人
以上の事業所に対して、引き続き以下の取組を実施しました。
・事業推進統括部内に電子申請利用促進チームを設置するとともに、年金事務所に177名を配置
・年金事務所の電子申請担当者への電子申請の利用促進に関する研修の実施
・訪問・電話・文書による利用勧奨
・全国社会保険労務士会連合会等の関係団体への電子申請利用促進の協力及び周知依頼の実施
これらの取組を行った結果、主要７届書（※）の電子申請利用割合は、集中的な利用促進を開始
する前（令和元年度）の23.9％から57.7%と大幅に増加し、紙届書件数は5,300万件から3,942
万件に減少しました。
（※）資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、被扶養者異動届、国民年金第３号被保険者関係届

○厚生労働省が策定したオンライン利用率引き上げに係る基本計画の目標（令和５年度末までに資
格取得届等５届書の電子申請利用割合50％）を前倒しで達成しました。

○オンラインで申請された届書の真正性担保のため、機構が受理した申請データの写しをセンド
バックする仕組みの構築に向けシステム開発を進めました。（令和４年９月サービス開始予定）

○紙（郵送）や電話等で情報提供していた保険料情報等をｅ－Ｇｏｖの電子送達サービスを活用し
て電子的に提供する「オンライン事業所年金情報サービス（仮称）」の構築に向け、システム開
発を進めました。（令和５年１月サービス開始予定）

＜個人に対するオンラインサービス拡充＞
○マイナポータルから「ねんきんネット」
にログインできる連携機能の改善を図る。

○マイナポータルによる簡易な国民年金保
険料免除申請等の届書作成・申請を可能
とする機能の構築を検討する。

○扶養親族等申告書の電子申請の促進に向
けた検討に着手する。

○源泉徴収票等の個人向け通知をマイナ
ポータル経由で電子データとして提供す
る環境の構築を検討する。

○マイナポータルから「ねんきんネット」にログインできる連携機能について、令和３年７月にマ
イナンバーカードの読み込み機能が備わったスマートフォンで連携できるよう改善するとともに、
「ねんきんネット」のログイン画面にマイナポータルへ誘導する仕組みを構築しました。

○ねんきんネットからマイナポータルの申請に必要な基本情報を提供することにより、簡易に国民
年金保険料免除申請等の届書作成・電子申請が可能となる仕組みについて、システム開発を行い
ました。（令和４年５月サービス開始）

○マイナポータルから「ねんきんネット」経由で簡易に電子申請を行うことができるサービスの検
討を進め、基本方針の整理を行いました。

○以下の通知について、マイナポータル経由で電子データとして提供する仕組みの構築に向け、シ
ステム開発を進めました。
・社会保険料（国民年金保険料）控除証明書については、令和４年10月サービス開始予定
・源泉徴収票については、令和５年１月サービス開始予定

Ⅱ‐４．ＩＣＴ化の推進

オンラ
インビ
ジネス
モデル
の推進

令和３年度
(累計)

令和２年度
(累計)

令和元年度
(累計)

電子申
請件数
(割合)

7,859万件
（57.7％）

5,455万件
（41.9％）

3,168万件
（23.9％）

【電子申請の利用状況】（被保険者数ベース） 【電子申請の利用状況】

区分
事業所数
※１

電子申請利用事

業所数※２
電子申請利
用割合

義務化対象
24,195
事業所

22,574
事業所

93.3%

被保険者101
人以上

41,019
事業所

30,378
事業所

74.1%

被保険者51
～100人

49,027
事業所

32,408
事業所

66.1%
※1：令和4年3月末現在の規模別適用事業所数
※2：令和3年度中に電子申請を利用した事業所の数

20

（本体資料106ページ～）



施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

＜非対面の相談環境等の整備＞
○Ｗｅｂ会議ツールを活用した非対面形式
での年金セミナー等の実施を拡大する。

○Web会議実施に必要な環境整備を進め、年金事務所において非対面形式での年金セミナー等の開催が行
える環境を整えました。

②デジタルワークフローの確立
○ICT技術の活用等により、内部処理のデジ
タル化を推進する。

○社会保険料滞納処分に際して行う金融機
関への預貯金等照会業務を電子的に行う
仕組みを導入する。

○紙で出力して利用・保管することを前提
としている各種配信を電子的に利用・保
管することを可能にする環境を整備する。

○主に電子媒体で情報授受を行っている機
構内外のデータ回付業務について、リス
ク低減等の観点から見直しを検討する。

○届書処理に関して、電子データによる審査・電子決裁を前提とした「紙をなくす・紙を移動させない」
事務処理の実現に向け、経過管理・電子決裁システムのデータ処理対象届書の拡大、システムチェック
を活用した審査工程の短縮、届書受付拠点と処理拠点の分離を可能とする管轄にとらわれない仕組みの
構築等を行いました。

○令和３年５月に預貯金等照会業務を電子的に行う仕組みを導入し、文書作成、印刷、発送等に係る業務
の効率化を図りました。照会件数については、令和４年３月末時点で9,127件となっています。

○紙で出力して利用・保管している一覧表や確認リスト等約800種類・約3,000万枚のうち、「保険料増
減内訳書」等の３種類について、令和２年度から先行して紙出力を廃止し、年金個人情報等専用フォル
ダに電子データを格納して利用・保存する方針とし、令和３年度には、「賞与保険料算出内訳書」の電
子データによる管理を開始しました。これまでに年間約1,100万枚（全体の４割弱）の紙の削減を行う
とともに、お客様からの照会に効率的かつ迅速に対応することができるようにしました。

○更なる紙の削減や事務処理の効率・適正化を図るため、約600種類、約1,600万枚の配信帳票を電子
データで利用・保存するシステム開発に着手しました。

○機構内部において電子媒体で行っていたサーバー間の情報授受について、令和３年９月から安全に直接
データの授受を可能とする仕組みを導入し、年間約3,000枚の電子媒体を削減しました。

○企業年金連合会と電子媒体で行っていたデータ授受に関して、令和３年10月から機構のネットワーク
環境（閉域網）を介する授受を行う運用に見直し、年間約450枚の電子媒体を削減しました。

③チャネルの多様化（チャネルミクス）
○お客様との非対面型チャネル（オンライ
ンチャネル）の拡充を図るとともに、多
様化するチャネルを踏まえた年金事務所
等の見直しを図る。

○従来の年金事務所等の中心とした対面型のサービスの提供に加え、オンラインや電話チャネル等の非対
面型サービスの充実を図るとともに、多様化するチャネルを一元管理し、チャネル全体（対面・電話・
ネット）としての最適化を図るための体制づくりを進めています。

○マイナンバーによる情報提供ネットワー
クシステムを通じた情報連携を着実に実
施するとともに、他の行政機関等への情
報照会及び提供の範囲の拡大に向けて、
必要な準備等を進め、業務効率化を図る。

○マイナンバーによる情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携については、国民年金保険料全額
免除・納付猶予の継続免除業務で本格的な運用を開始するなど各種業務で情報照会を行いました。（情
報照会（※）：1億2,624万件、情報提供：853万件）
（※）国民年金届書関係、国民年金保険料免除申請勧奨、年金給付・年金生活者支援給付金関係等
また、他の行政機関等への情報照会及び提供の範囲の拡大のため、以下の取組を行いました。
・戸籍情報の情報照会の実施（令和５年度実施予定）に向けたシステム開発等の準備
・令和３年５月に公金受取口座登録法が成立したことに伴う、公的給付支給等口座情報の情報照
会開始に向けたシステム開発（令和４年10月開始予定）

・市区町村等への年金関係情報の提供の更なる利用促進

Ⅱ‐４．ＩＣＴ化の推進

オンラ
インビ
ジネス
モデル
の推進

マイナ
ンバー
の活用
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Ⅲ‐１．内部統制システムの有効性確保

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○日報や事務処理誤り報告等のモニタリン
グにより事務処理誤りの早期発見・対応
を行う。また、事務処理誤りの原因の分
析を行い、再発防止に向けた取組を行う。

○事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤
送信・誤交付等お客様の権利侵害や個人
情報流出につながる事案の根絶に向け、
発生原因を分析し再発防止の徹底を図る。

○事務処理誤りの根絶に向け、日報や事務処理誤り報告等の日々のモニタリングを通じた事務
処理誤りの早期発見、未然防止及び再発防止の取組を進めた結果、以下のとおり事務処理誤
り件数が減少しました。

（※）今後事象が判明することで件数が増加することがあります。

○お客様の権利侵害や個人情報流出につながる事案について、事務処理誤りの発生原因の分
析・対応や未完結リストの点検の実施を行った結果、令和３年度は87件となり、前年度
（147件）より減少しました。引き続き根絶に向けて取組を進めてまいります。

○本部現業について、ツールを活用して業
務の進捗状況を管理するとともに、日報
等を活用し、早期に事務リスクを把握し、
リスク対応を実施する。

○令和３年度から新たに開始された208業務について、業務進捗管理ツールによる進捗管理対
象業務として追加し進捗状況を可視化して一貫した進捗管理を実施するとともに、毎月、受
付進捗管理システムから未完結届書等リストを作成し、処理状況の点検を実施した結果、処
理遅延等を発生させませんでした。

○本部現業の実施状況等に関する日次報告や事務処理誤り報告を分析し、本部現業の品質を阻
害する事務リスクの早期把握に努めました。

○指示・事務連絡の発出件数の削減及び発
出時期の平準化を行い、現場にとって分
かりやすい指示・事務連絡とする。

○指示・事務連絡の事前審査において、内容の確認や発出部署との調整を徹底することにより、
指示の発出件数を令和２年度（月平均：62件）よりも削減（令和３年度の月平均：51件）す
るとともに、理解度を向上させるため、テレビ会議システムを活用した解説や発出部署の職
員向けの研修（指示等文書作成研修、アナウンス研修）、理解度チェック等を実施しました。
（令和３年度テレビ解説実施回数：181回）

○「情報セキュリティリスク」、「システ
ムリスク」、「事務リスク」及び「災害
その他リスク」に適切に対応し、リスク
の把握及び発現の防止を図る。

○各種リスクに対して、以下の表のとおり対応しました。

事務処
理の正
確性の
確保

発生年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度

件数 481 813 980 1,188 1,538

リスク
管理

リスクの種別 主な取組状況

情報セキュリティ
リスク

・年金給付システム、日本年金機構ホームページ等に対する脆弱性診断の実施

システムリスク ・各システムの障害発生状況の確認、発生した際の対応・原因分析・対策の実施

事務リスク
・拠点長や本部現業部署の日報等のモニタリング、事務処理ルールの徹底及び再発
防止策の策定、並びにツールを活用した本部現業の進捗状況の一元管理

災害その他リスク

・機構本部被災時のために遠隔地に設置した年金支払システムについて、年金支払
に関して全般的にバックアップできるようにするため外国居住者への支払や年金
からの各種特別徴収の実施等の機能を追加。また、人員面等を含めた実施体制を
見直すことで運用面を改善 22
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Ⅲ‐１．内部統制システムの有効性確保

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○「情報セキュリティリスク」、「システ
ムリスク」、「事務リスク」及び「災害
その他リスク」に適切に対応し、リスク
の把握及び発現の防止を図る。

○リスク管理の更なる強化を目的として、現業部門、管理部門、監査部門のそれぞれの役割と
責任を明確にしてリスク管理を行う「三線防御体制（※）」の確立に向けた体制整備を行い
ました。（令和４年４月）
・本部事業管理部が所掌する本部現業の事務リスク管理機能をリスク統括部及び業務品質管
理部へ移管（本部事業管理部を廃止）

・リスク統括部が所掌するシステムリスク管理機能をシステム企画部へ移管
・セカンドラインの実効性を担保するため、サードラインとしての監査部の役割を実効性・
効率性の観点から見直し、体制強化を実施

（※）ファーストライン：リスクをコントロールしつつ事業を行う部署（拠点・本部事業部門）
セカンドライン ：ファーストラインの事業についてモニタリング等を実施し、リスク管理を行う部署（リ

スク統括部、業務品質管理部、情報管理対策室、システム企画部等）
サードライン ：セカンドラインの実効性・有効性を担保する部署（監査部）

○新型コロナウイルス感染症対策の基本的
事項を定めた「日本年金機構における新
型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」に基づき、遵守状況の確認や必要な
対応を行う。

○新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づく対策について、各拠点に設置した新型
コロナウイルス感染予防対策委員会を中心に実施し、同委員会で遵守状況を確認しました。

○新型コロナウイルス感染症の予防接種(ワクチン接種)に要する時間を勤務時間とみなす制度
の創設及び、ワクチン接種後において、ワクチン接種との関連性が高いと認められる症状に
より体調不良が生じ、出勤できない場合における休暇制度を創設しました。

○年金事務所等の職員の予防等の観点から、令和3年9月～10月にかけて職域接種を２回実施
(接種人数：1,168人)するとともに、令和４年５月に３回目の接種を実施しました（接種人
数：662人）。

〇緊急事態宣言中、対象区域に所在する拠点において、出勤と在宅勤務を組み合わせたシフト
勤務や時差出勤を実施しました。

○コンプライアンスに係る自己点検・意識
調査を継続的に実施するとともに、役職
員の不祥事に対しては、厳正に対処し、
綱紀粛正の徹底を図る。

○リスク・コンプライアンス研修やコンプライアンスに対する意識調査・自己点検を実施しリ
スク管理意識やコンプライアンス意識を職場内に浸透・定着を図りました。
また、制裁処分について、職員制裁規程に基づき、適切に実施・公表するとともに、同様の
事案の発生防止のため、研修資料への反映等を行いました。

リスク
管理

新型コ
ロナウ
イルス
感染症
への対
応

コンプ
ライア
ンス確
保
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Ⅲ‐１．内部統制システムの有効性確保

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○監査の品質管理体制を継続的に改善すると
ともに、監査を担う人材の育成等を実施
し、監査体制の充実を図る。

○検査項目の設定や検査手法の見直しにより、
実効性ある業務検査を実施する。

○内部統制システムの有効性等の確保、シス
テム及び情報セキュリティ対策、調達プ
ロセス及び外部委託業務等について、重
点的に監査を実施する。

○機構全体のリスク管理体制の見直しを踏まえ、監査第１グループの所掌をセカンドラインに対する監
査に特化する所掌とする等監査部内の所掌業務の見直しを行い、リスク管理機能の有効性や実効性を
確認する体制としました。（令和４年４月）

○新任者研修や外部専門家を講師とした研修等を実施し、人材育成に努めました。
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、往査日程の機動的な変更や往査時の感染防止対策を徹底
した上で、全拠点（312年金事務所、15事務センター、２年金センター）及び本部全部署（46部署）
に対して業務検査を実施しました。拠点の規律保持や事務処理の適正性を確認している業務検査の評
価結果は、年々向上しております。

○ルール策定部署とのリスク認識に関する意見調整を踏まえた検査項目を設定し、全拠点に業務検査を
実施しました。また、検査結果が低評価の拠点に対し、フォローアップ監査を実施しました。

○内部統制システムの有効性等に関し、「調達業務」や「徴収業務」、「可搬型窓口装置の利用及び管
理」等をテーマとして監査を実施しました。「可搬型窓口装置の利用及び管理」に関する監査におい
ては、各種管理簿類の整備・運用状況について、拠点と本部関係部署を一体的に監査し、管理簿を電
子化するなど、業務の効率化に繋がりました。

○システム監査や外部委託監査において、外部専門家の専門的な知見を取り入れた監査の着眼点や監査
対象範囲の設定、情報セキュリティ対策に関する改善提言を実施しました。また、年金局事業企画課
監査室による監査意見を、機構の監査に適切に反映しました。

○組織一体化のため、本部内や本部と現場間
の情報共有を促進する。また、厚生労働
省との情報共有体制を引き続き確保し、
連携・相互理解を促進する。

○地域部の部長や事業推進役等が、役割に応じて行う拠点訪問や意見交換を通じて、基幹業務への取組
やルールの徹底等を現場に浸透させるとともに、課題や問題点を把握し、本部と現場間の情報共有を
進めました。（拠点訪問を2,046回、テレビ会議による意見交換を422回実施）

○常勤役員会について、令和３年度も引き続き原則毎週１回開催し役員間の組織横断的な議論により、
本部内の情報共有を図りました。

○年金局と機構の幹部による定期連絡会議について、令和３年度も引き続き原則隔週で開催し、組織的
に継続的に取り組むべき課題の進捗状況や問題点について情報と認識の共有を図りました。

○契約の性質に応じた適正かつ合理的な契約
方法の活用、調達案件の厳正な審査・点
検の実施等により、契約の競争性・透明
性の確保及びコストの削減に努めつつ、
業務の正確性とサービスの質の向上を図
る。

○令和４年３月に公正取引委員会が、ねんきん定期便等の作成・発送業務の入札について、談合が行わ
れていたとして、違反事業者（26社）に対し排除措置命令及び課徴金納付命令を行うとともに、機構
に対して、以下のとおり要請されました。
・今後、談合情報に接した場合には、適切に通報し得るよう所要の改善を図ること
・入札前に他の入札参加者を把握することができないよう、入札方法の見直しなど、適切な措置
を講じること

これを踏まえ、当機構は、以下のとおり対応を行いました。
・当該事業者に対して競争参加資格停止措置を実施及び違約金・損害賠償請求に向けた準備
・当該要請を踏まえ、談合情報に接した場合における機構内のルールの見直し等、入札方法につ
いて、入札参加者同士の接触を避ける観点から電子入札の早期導入の検討を開始

○年間の調達計画額を定めるとともに、少額の随意契約の場合も入札に準じてホームページに見積公告
を掲載するなど、調達業務における競争性・透明性の確保及び業務の正確性とサービスの質の向上を
図りつつコスト削減し、総合評価落札方式を適用するものを除く競争性のある契約について年間調達
計画額（約31,058百万円）からの削減額は約10,261百万円、削減率は33.0％となりました。

適正な
監査の
実施

契約の
競争
性・透
明性の
確保等

情報共
有の促
進
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Ⅲ‐２．個人情報の保護に関する事項

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○「日本年金機構情報管理対策本部」や機
構ＣＳＩＲＴを十分に機能させ、情報セ
キュリティ対策に必要な体制を確保する。

○情報セキュリティ対策を確実に実施する
とともに新たな脅威に対応するため、助
言等を行う高度な専門的知見を有する者
による業務支援体制を確保する。

○情報管理対策本部について、原則毎月２回実施し、機構の情報セキュリティの方針決定や進捗確
認を行い、外部機関による監査等で判明した課題への対応策をまとめるなど情報セキュリティ
対策の継続・強化を推進しました。

○情報セキュリティインシデント対処手順書について、より迅速で正確な報告となるよう報告手順
の見直しを行いました。

○最高情報セキュリティアドバイザー及び情報セキュリティ対策支援業者から専門的・技術的な知
見に基づく助言を受けることにより、情報セキュリティ対策の強化を図りました。
（情報セキュリティ要件確認件数（令和３年度）：58件）

○大規模拠点における情報セキュリティ体制強化のため、情報セキュリティ点検業務等に従事する
職員（管理業務専任役）を54拠点に配置しました。（令和２年度：45拠点）

○外部専門家が行うリスク分析評価及び脆
弱性診断等について、内外からの脅威に
対応する視点で実施し、その結果を踏ま
えて、有効な対策を講じる。

○「ねんきんネット」のセキュリティレベ
ルの高度化のため、継続的にログ監視
ルールの改善を実施する。

○オンラインビジネスモデルの推進に当
たっては、情報セキュリティ面での対策
を十分に講じる。

○情報セキュリティリスク分析評価については、外部の専門家を活用して、年金給付システム及び
日本年金機構ホームページ等を対象に実施し、対処すべき検出事項はありませんでした。

○脆弱性診断及びペネトレーションテストについても、外部の専門家を活用して、インターネット
に接続しているシステム等を対象に実施し、対処すべき検出事項はありませんでした。

○検知ルールの見直しや監視ルールの追加を行い、セキュリティイベントの早期検知体制を強化し
ました。特に「ねんきんネット」については、多発するセキュリティ侵害の一般的な動向を踏
まえて、適宜監視強化及び通信遮断対策等を行うことで安全性を確保しました。

○オンラインビジネスモデルの推進に係る新たな企画の検討については、必要に応じて情報セキュ
リティ要件確認実施要領に基づきセキュリティ要件の確認を行いました。（令和４年３月）

○政府基本方針に基づくテレワークの推進を踏まえて令和２年度に構築したテレワークの環境につ
いて、必要な安全管理措置を講じて、適切に運用しました。

○政府の統一基準等の動向等を踏まえ、実
効性のある諸規程等の改正を行う。

○インシデント発生時に、各自が迅速かつ
適切な対応がとれるよう、実践的な訓練
や研修等を行う。

○政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準の改正に伴い、日本年金機構情報セ
キュリティポリシー等について改正を行いました。

○情報セキュリティ関係諸規程等の重要性への理解及び適切な情報セキュリティ水準の維持を図る
ため、全職員及び派遣職員対象の情報セキュリティ研修や理解度テスト、標的型メール攻撃対
処訓練を実施しました。

○外部委託先の情報セキュリティ対策の有
効性や、事業担当部署の受託事業者への
管理状況等について確認する監査を行う。

○外部専門家による監査を実施し、個人情
報保護関連の取組に対する技術面の対応
について、妥当性等の確認・評価を行う。

○個人情報等を取り扱う外部委託業務について、受託事業者に対する情報セキュリティ対策の実施
状況、個人情報の保護・管理状況の適切性に関する監査、及び事業担当部署に対する諸規程等
に基づく管理・指導状況の適切性に関する監査を実施しました。

○令和３年度は、機構ホームページやインターネットに関する情報セキュリティ対策（技術面）に
ついて、外部専門家による監査を実施し、「日本年金機構情報セキュリティ対策推進計画」に
基づいて適切に強化及び改善されていることを確認しました。

組織面
の対策

技術面
の対策

業務運
営面の
対策

監査に
よる
チェッ
ク

25

（本体資料142ページ～）



Ⅲ‐３．文書管理及び情報公開

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○紙や電子申請、電子媒体で提出された届書
等について、画像データ、電子データを原
本として適正に管理するため、運用面、
ルール面を含めた方法等について検討を行
う。

○年金記録や年金額に関係する文書の保存期
間について、制度上必要となる期間を検討
し、必要な規程改正等を行う。また、保存
する文書をより適正に管理するため、既存
文書の整理・廃棄を推進する。

○令和４年２月に行政文書の管理に関するガイドラインの改正及び通知発出が行われたことを受
け、届書等の画像化、管理・保存方法に関して当該ガイドライン等で示された基準を充足して
いることを確認しました。

○お客様からの申請書類など年金記録や年金額に直接関係する文書について、長期保存による実
務上の課題やコスト等を整理しつつ、制度上保存が必要となる期間等を引き続き検討を進めて
います。
また、年金記録や年金額に直接関係する文書以外の文書については、日本年金機構文書管理細
則を改正し既存文書の整理・廃棄の推進を進めました。

○法令等に基づく情報公開に適切に対応する
とともに、お客様の視点に立った情報公開
を行うため、業務運営の状況や目標の達成
状況、組織や役員に関する情報などを分か
りやすい形で適切に公開する。

○業務運営に関する情報の公表について、日本年金機構法等に基づき、事業計画等の情報及びお
客様の声の主な内容等の情報について、適時適切に公表を行いました

○年次報告書（アニュアルレポート）については、単年度（令和２年度）の業務実績だけでなく、
令和３年度の重点取組施策や新型コロナウイルス感染症への対応状況等について掲載し、令和
３年12月に公表しました。

文書の
適正管
理

情報公
開の推
進
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Ⅲ‐４．人事及び人材の育成

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○全国拠点網を安定的に維持・運営するため
の全国異動を行うとともに、組織の一体化
を進めるための本部・拠点間の人事異動を
実施する。

○全国拠点網維持・運営のための人事異動は、すでに約８割の職員が全国異動を経験し、一定の
成果が得られています。

○本部と拠点の人事異動については、組織経営を担う人材を育成し、制度と実務に精通した職員
を育てる観点から促進をしました。

○高い専門性が求められる分野の業務を担う
職員を確保・育成するため、早期に得意分
野を伸ばせるキャリアパスの仕組みについ
て方向性を整理する。

○高い専門性が求められる年金給付分野及びシステム分野には、専門職制度を導入し、令和４年
４月時点で合計418人を配置しています。また、S級職員のキャリアと評価をリンクさせたデー
タベースの分析を行い、具体的なキャリアパスの策定に向けて整理を進めました。

○無期転換制度を適切に運用し、無期転換職
員の拡大を進める。

○無期転換制度への理解を深め適切に運用するため、所属長を対象に無期転換ルールに係る説明
会を実施するとともに、令和４年４月１日において115人無期転換を行いました。

○高年齢者層（60歳以上層）の経験・実績
を踏まえた有効な活用のあり方を検討する。

○令和４年４月時点で60歳以上のエルダー職員を1,208人配置するとともに、情報セキュリティ
の点検業務等専門的な知識・経験が求められる業務に134人配置しました。

○女性管理職の育成及び登用を進め、年度末
の管理職比率について着実な増加を目指す。

○女性活躍推進法の施行に伴い設置したサポートチームに加え、新たに組織横断的な検討チーム
を立ち上げ、女性職員が働きやすい環境を構築する取組を行いました。

○女性管理職の育成及び登用を促進する観点から、主に以下の施策に取り組みました。
・管理職候補職員を対象としたキャリアアップ研修及びキャリア面談の実施
・若手職員向けに、身近な管理職や同世代の職員との交流を中心とした意見交換会の実施
・節目年齢（35・40歳）の女性正規一般職員全員とのキャリア面談の実施

○これらの取組の結果、女性管理職比率は、令和４年４月時点で15.3％となり、一般事業主行動
計画の目標（令和５年度末までに15.5％とする）の前倒し達成を実現できる見込みです。

〇管理職登用試験への女性の応募者数は73人（前年31人）に増加しました。
○また、日経BP社（日経WOMAN）が主催する企業の女性活用度調査2022「女性が活躍する会
社 BEST100」において、機構は535社中27位（対前年比＋22位）の評価を得ました。

人事方
針、人
材登用

区分

全国異動経験者※（ ）は正規職員総数に対する割合

令和３年10月 （参考：令和２年10月）

全国異動 8,794人（79.5％） 8,705人（78.9％）

本部・拠点間異動（内数） 3,256人（29.5％） 2,959人（26.8％）

令和４年４月 令和３年４月

15.3% 14.6%
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Ⅲ‐４．人事及び人材の育成

施策 令和３年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

○新規採用者の安定的な人材確保を図るため、
Ｗｅｂを活用した動画の配信及びセミナー
等実施するとともに、インターンシップの
実施や採用パンフレットの充実等を図る。

○専門性が求められる分野について、業務体
制の強化のため、外部人材を採用する。

○より多くの学生に応募してもらうため、
・Ｗｅｂを活用したイベント（インターンシップ、セミナー、若手職員との座談会）の実施
・32大学に対し個別にアプローチし、各大学との連携を深め、優秀な学生の紹介を依頼
などの採用活動を行った結果、令和３年10月及び令和４年４月に441人が入構しました。
また、日本経済新聞社とマイナビが実施した「2023年卒大学生就職企業人気ランキング」にお
いて、業種別ランキング（公社・団体部門）で１位、文系総合ランキング51位の評価を得まし
た。

○専門性が求められる分野の知識を有する人材の確保に向け、機構ＨＰや転職サイト等で募集を
行い、システムの専門性を持つ人材４人を採用しました。

○組織力強化の観点から、引き続き職員の納
得性がより高い評価のあり方を検討する。

○中央年金センター、障害年金センター及び年金記録業務室の正規職員の人事評価に、在籍する
グループの事業実績を反映する仕組みを導入しました。

○制度と実務の双方に精通した人材を育成す
るため、各種研修の充実を図るとともに、
講師となる人材の育成強化及び講師体制の
充実を図る。

○テレビ会議システムを活用した階層別研修・業務別研修・専門別研修を実施し、制度と実務の
双方に精通した人材の育成強化に取り組むとともに、外部の研修機関や専門講師を活用し、専
門性が求められる分野の研修を実施しました。

○職員が、健康で、仕事と生活の両立ができ
る働きやすい職場環境を確立するため、長
時間労働の是正、年次有給休暇の取得、メ
ンタルヘルス対策、ハラスメント防止対策、
取組子育てや介護との両立等を進める。

○メンタルヘルス対策として、各種研修の実施やストレスチェックの実施、外部の健康相談窓口
体制の充実及び活用の周知などを実施しました。また、ハラスメント防止については、研修や
自己点検の実施、機構内報等においてハラスメント相談しやすい窓口の周知を行いました。

○長時間勤務抑制のため、ノー残業デーの徹底や「時差通勤」を推奨するとともに、毎月最終水
曜日を一斉退社による完全消灯を実施しました。また、時間外勤務が多い職員がいる拠点に対
し、ログ調査や個別ヒアリングを実施して、実態を踏まえた指導を行うとともに、拠点長に注
意喚起しました。その結果、機構全体の残業時間が20時間２分となり対前年度で１時間23分減
少しました。

○年次有給休暇の取得促進について、休暇の取得実績が低い職員へ時季指定を行う等の取組を
行った結果、平均取得日数は14.6日となり、昨年度（12.8日）より増加しました。

○育児休業取得率については、男性、女性とも第5期一般事業主行動計画の目標を達成できる見
込みです。

優秀な
人材の
確保

人事評
価制度

人材の
育成

働きや
すい職
場環境
の確立
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•Ⅳ．予算、収支計画及び資金計画 （本体資料 169ページ～）

•Ⅴ．不要財産または不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画（本体資料 170ページ～）

•Ⅵ．Ｖの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画（本体資料 170ページ～）

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画（※収支計画及び資金計画については本体資料参照）
○令和3年度予算

区 別 金 額

収入
運営費交付金
運営費交付金
事業運営費交付金
年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金

その他の収入
計

324,965
106,252
212,528
6,185
653

325,618

支出
業務経費
保険事業経費
オンラインシステム経費
年金相談等事業経費
年金生活者支援給付金支給業務事務費

一般管理費
計

218,713
95,877
67,760
48,891
6,185

106,905
325,618

※金額は四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

○第3期中期計画の主な方向性

令和3年度計画の概要 令和3年度計画に対する主な取組状況

〇「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議」において、速やかに
廃止することが適当とされた宿舎については、速やかに国庫納付を行う。

○「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議」において、「速やか
に廃止することが適当」とされた22 宿舎のうち、令和３年３月末時点で
21 宿舎の国庫納付が完了しました。
残る１宿舎については、所在する市区町村による国土調査が行われてお
りますが、令和４年度中の国庫納付に向けて手続を進めております。

Ⅵ Ⅴの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関する計画

なし

（単位：百万円）
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